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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

１．従業者の基準及び従業者数  

 � 単独型・併設型介護予防認知症対応型通所介護の従

業者の員数及び管理者 
� 生活相談員 提供日ごとに、介護を提供している時

間帯に生活相談員が勤務している時

間数の合計数を当該介護を提供してい

る時間帯の時間数で除して得た数が１

以上確保されるために必要と認められ

る数。 

� 看護師若しくは

准看護師又は介

護職員 

・単位ごとに、専ら当該介護の提供に

当たる看護職員又は介護職員が１人以

上及び当該介護を提供している時間帯

に看護職員又は介護職員が勤務して

いる時間数の合計数を当該介護を提

供している時間数で除して得た数が１

以上確保されるために必要と認められ

る数 

・単位ごとに、常時１人以上。 

・利用者の処遇に支障がない場合は、

他の単独型・併設型認知症対応型通

所介護の単位の看護職員又は介護職

員として従事可。 

１

人

以

上

常

勤 

 

� 機能訓練指導員 ・１人以上。 

・日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する

者。 

・当該事業所の他の職務に従事可。 

� 単位 同時に１又は複数の利用者に対し、提供が

一体的に行われるもので、利用定員は１２人

以下。 

� 管理者 ・専従常勤。ただし、事業所の管理上支障

がない場合は、当該事業所の他の職務に

従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施

設等の職務に従事可。 

・適切な介護を提供するために必要な知識

及び経験を有する者で、厚生労働大臣が定

める研修を修了している者。  

第５条、第６条 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

 � 共用型介護予防認知症対応型通所介護の従業者の員

数及び管理者 
� 従業者 認知症対応型共同生活介護事業所若しく

は介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所の居間若しくは食堂又は地域密着

型特定施設若しくは地域密着型介護老人

福祉施設の食堂若しくは共同生活室にお

いて、これらの事業所又は施設の利用

者、入居者又は入所者の数と当該共用型

認知症対応型通所介護又は共用型介護

予防認知症対応型通所介護の利用者の

合計数について、それぞれの人員基準を

満たすために必要な数以上。 

� 管理者 ・専従常勤。ただし、事業所の管理上支障

がない場合、当該事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内の他の事業所、施

設等の職務に従事可。 

・適切な介護を提供するために必要な知

識及び経験を有する者で、厚生労働大臣

が定める研修を修了しているもの。  

第８条、第１０条 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

 � 介護予防小規模多機能型居宅介護の従業者の員数、

管理者及び代表者 
通 い サ

ービス 

常勤換算で、利用者数３

人に対し１人以上。 

 

 

夜 間 及

び 深 夜

以 外 の

時間帯 

 

 

 

訪 問 サ

ービス 

常勤換算で１人以上。 

※サテライト型事業所にお

いては、本体事業所の

職員により登録者の処

遇が適切に行われると

認められるときは、１人

以上で可。 

勤 務

（ 宿 直

勤 務 除

く） 

１人以上。 

� 従業者 

   

 

 

 

 

 

 

 

夜 間 及

び深夜 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿 直 勤

務 

必 要 な 数 以

上。 

※ サ テ ラ イ ト

型事業所に

ついては、

本 体 事 業

所で、宿直

勤務を行う

小 規 模 多

機 能 型 居

宅 介 護 従

業 者 又 は

複 合 型 サ

ービス従業

者により登

録者の処遇

が適切に行

われると認

め ら れ る と

きは置かな

くても可。 

宿泊サー

ビスの利

用者がい

ない場合

で、夜間

及び深夜

の時間帯

を 通 じ て

利用者に

対して訪

問サービ

スを提供

するため

に必要な

連絡体制

を整備し

て い る と

き は 、 従

業者を置

か な く て

も可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１

人

以

上

常

勤 

� 従業者のうち看

護師又は准看護

師 

１人以上。 

※サテライト型事業所については、本体事

業所の看護師又は准看護師で登録者の

処遇が適切に行われると認められるとき

は、看護師又は准看護師を置かなくても

可。 

� 従業者のうち計

画作成担当者 

登・登録者のサービス計画作成に専従する介

護支援専門員。ただし、利用者の処遇に支

障がない場合は、当該事業所の他の職務

に従事し、又は併設する以下の施設等の職

務に従事可。 

一①認知症対応型共同生活介護事業所 

二②地域密着型特定施設 

三③地域密着型介護老人福祉施設 

四④介護療養型医療施 

・厚生労働大臣が定める研修を修了してい

る者。 

※サテライト型事業所については、本体事

業所の介護支援専門員で当該サテライト

型事業所の登録者の計画作成が適切に

行われるときは、介護支援専門員に代え

て、厚生労働大臣が定める研修を修了し

ている者で可。  

第４４条、第４５条、第４６条 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

 � 併設施設等での

職務 

当該事業所及び以下の併設施設等が人員

に関する基準を満たす場合は、併設施設等

での職務に従事可。 

一 ①認知症対応型共同生活介護事業所 

二 ②地域密着型特定施設 

三 ③地域密着型介護老人福祉施設 

④介護療養型医療施設 

� 管理者  ・専従常勤。ただし、事業所の管理上支障

がない場合、当該事業所の他の職務に従

事し、又は当該事業所に併設する上記施

設等の職務若しくは同一敷地内の定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職

務に従事可。 

 ・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセ

ンター、介護老人保健施設、小規模多機能

型居宅介護事業所、認知症対応型共同生

活介護事業所、複合型サービス事業所等

の従業者又は訪問介護員等として３年以上

認知症者の介護に従事した経験を有する

者で、厚生労働大臣が定める研修を修了し

ている者。 

本※本体事業所の管理上支障がない場合は、

サテライト型事業所の管理者は、本体事業

所の管理者で充当可。 

� 代表者  特別養護老人ホーム、老人デイサービスセ

ンター、介護老人保健施設、小規模多機能

型居宅介護事業所、認知症対応型共同生

活介護事業所、複合型サービス事業所等

の従業者、訪問介護員等として認知症者の

介護に従事した経験を有する者又は保健

医療サービス若しくは福祉サービスの経営

に携わった経験を有する者で、厚生労働大

臣が定める研修を修了している者。  
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

 � 介護予防認知症対応型共同生活介護の従業者の員

数、管理者及び代表者 
夜間及び

深夜以外

の時間帯 

共同生活住居ごとに、常勤換算で、

利用者数３人に対し１人以上。 

� 従業者 

   

夜間及び

深夜 

共同生活住居ごとに、１人以上の介

護従業者に夜間及び深夜の勤務

(宿直勤務を除く)を行わせるために

必要な数以上。 

１
人
以
上
常
勤 

� 従業者のうち計

画作成担当者 

・共同生活住居ごとに、保健医療サービス

又は福祉サービスの利用計画作成に関し知

識及び経験を有し、当該計画の作成を担当

させるのに適当と認められる者の専従。ただ

し、利用者の処遇に支障がない場合、当該

共同生活住居における他の職務に従事可。 

・厚生労働大臣が定める研修を修了してい

る者。 

・１人以上の者は、介護支援専門員。ただ

し、併設する小規模多機能型居宅介護事業

所の介護支援専門員との連携を図ることに

より当該事業所の効果的な運営を期待する

ことができる場合で、利用者の処遇に支障

がないときは、これを置かないこと可。 

・上記介護支援専門員は、介護支援専門員

でない他の計画作成担当者の業務を監督。 

・介護支援専門員でない計画作成担当者

は、特別養護老人ホームの生活相談員や

介護老人保健施設の支援相談員その他の

認知症者の介護サービス計画作成に関し

実務経験を有すると認められる者で充当

可。 

� 併設施設での職

務 

小規模多機能型居宅介護事業所が併設さ

れている場合で、当該事業所が上記人員基

準を満たすほか、当該併設施設が人員基準

を満たす従業者を置いているときは、当該

併設施設の職務に従事可。 

� 管理者 ・共同生活住居ごとに専従常勤。ただし、管

理上支障がない場合、当該共同生活住居

の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他

の事業所、施設等若しくは併設する小規模

多機能型居宅介護事業所の職務に従事

可。 

・適切な認知症対応型共同生活介護を提供

するために必要な知識及び経験を有し、特

別養護老人ホーム、老人デイサービスセン

ター、介護老人保健施設、認知症対応型共

同生活介護事業所等の従業者又は訪問介

護員等として、３年以上認知症者の介護に

従事した経験を有する者であって、厚生労

働大臣が定める研修を修了している者。 

� 代表者  特別養護老人ホーム、老人デイサービスセ

ンター、介護老人保健施設、認知症対応型

共同生活介護事業所等の従業者若しくは

訪問介護員等として、認知症者の介護に従

事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の

経営に携わった経験を有する者で、厚生労

働大臣が定める研修を修了している者。 

 

第７０条、第７１条、第７２条 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

２．定員（利用定員）、居室等の床面積  

 � 共用型介護予防認知症対応型通所介護の利用定員 
� 利用定員 認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着

型特定施設又は地域密着型介護老人福祉施設

ごとに１日当たり３人以下。  

第９条第１項 

� 介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員、利用

定員、宿泊室の床面積 
� 登録定員 ２５人以下。 

※サテライト型の場合、１８人以下。 

通 い サ

ービス 

登録定員の１／２から１５人まで 

※サテライト型の場合、登録定員の１／２

から１２人まで 

� 利 用 定

員   

 

宿 泊 サ

ービス 

通いサービスの利用定員の１／３から９人

まで 

※サテライト型の場合、利用定員の１／３

から６人まで 

� 宿泊室 個室 床面積は、７．４３㎡以上。  

第４７条、第４８条第１項（宿泊室）・第２

項第２号ロ 

従 

う 

べ 

き 

基 

準 

� 認知症対応型共同生活介護の居室の床面積 
� 居室 床面積は、７．４３㎡以上。  

第７３条第２項（居室）・第４項 

３．サービスの適切な利用・適切な処遇・安全確保・秘

密保持等 
 

� サービス内容・手続の説明と同意 第１１条第１項（準用する場合を含む。） 

� サービス提供拒否の禁止 第１２条（準用する場合を含む。） 

� 秘密保持等 

 

 

� 従業者が正当な理由なく業務上知りえた利用者やその家族の

秘密を漏らすことを禁止。従業者や退職者が秘密を漏らすことが

ないよう事業者が講ずる必要な措置。 

� 利用者やその家族の個人情報利用に関する事前の同意。  

第３３条（準用する場合を含む。） 

� 事故発生時の対応 

 

 

� 事故が発生した場合における市町村、当該利用者の家族、居宅

介護支援事業者等への連絡及び必要な措置。 

� 事故状況及び事故に際して採った処置を記録。 

� 賠償すべき事故が発生した場合の速やかな賠償。  

第３７条（準用する場合を含む。） 

従 
う 

べ 

き 

基 

準 

� 身体的拘束等の制限 

 

 

 
� 当該利用者や他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の行動制限を行う

ことを禁止。 

� やむを得ず身体的拘束等を行う場合における態様及び時間、

利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由を記録。  

第５３条、第７７条 

介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知

症対応型共同生活介護 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

� 利用者の負担で行う従業者以外の者による介護の禁

止 

第６７条第２項、第８８条第２項 

４．定員等  標 

準 

と 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 介護予防認知症対応型共同生活介護の入居定員等 
共同生活住居 １又は２。 

入居定員 ５人以上９人以下。 

必要な設備 居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の

非常災害に際して必要な設備その他利用者

が日常生活を営む上で必要な設備を設置。  

第７３条第１項・第２項（居室を除く。） 

５．基本方針  

参 
酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 事業の基本方針 第４条、第４３条、第６９条 

すべての地域密着型介護予防サービス 

介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知

症対応型共同生活介護 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

６．設備及び備品等  

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� サービス提供に必要な設備・備品等 

 

 
単独型・併設型介護予防認知症対応型通所介護 

 � 食道及び機能

訓練室 

３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上。食

事や機能訓練に支障がなければ同一の場

所とすること可。 

 � 相談室 遮蔽物等の設備による相談内容の漏洩防

止。 

 � 静養室、事務室、消火設備等の非常災害設備その他の必要

な設備・備品 

原
則
と
し
て
専
用 

共用型介護予防認知症対応型通所介護 

 � 居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防

サービス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援

の事業又は介護保険施設若しくは介護療養型医療施設の運営

について３年以上の経験を有する者。 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

 � 居室の定員 １人。ただし、利用者の処遇上必要と認められ

る場合、２人可。 

 � 居間及び食堂 同一の場所可。 

 � 利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る

観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域

住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければな

らない。 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

 � 居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際し

て必要な設備その他サービスの提供に必要な設備及び備品

等。 

原
則
専
用 

 � 居間及び食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さ。 

個室 一室の定員は１人（利用者の処

遇上必要な場合は２人）。 

 � 宿泊室 

個室以外 合計面積が、１人あたりおおむ

ね７．４３㎡以上で、利用者のプ

ライバシーが確保された構造。

（プライバシーが確保された居

間は、面積に含めてよい。） 

 � 利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図

る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地

域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければ

ならない。  

第７条、第９条第２項、第４８条（第１項

（宿泊室）及び第２項第２号ロを除く。）、

第７３条（第１項・第２項及び第４項を除

く。） 

７．その他の運営及び効果的な支援の方法に関する基準

（主なもの） 
 

� サービス提供困難時の対応 第１３条（準用する場合を含む。） 

� 受給資格等の確認 第１４条（準用する場合を含む。） 

� 要支援認定の申請に係る援助 第１５条（準用する場合を含む。） 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 心身の状況等の把握 第１６条、第４９条 

すべての地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模

多機能型居宅介護 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模

多機能型居宅介護 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

� 介護予防支援事業者等との連携 第１７条、第５０条 

� 地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるため

の援助 

第１８条 

� 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供 第１９条 

� 介護予防サービス計画等の変更の援助 第２０条 

� 身分証の携行 第５１条 

� サービス提供の記録 第２１条（準用する場合を含む。）、第７５

条 

� 利用料等の受領 第２２条、第５２条、第７６条 

� 保険給付のための証明書の交付 第２３条（準用する場合を含む。） 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� サービスの基本取扱方針、具体的取扱方針等 第４１条、第４２条、第６５条、第６６条、第

８６条、第８７条 

� 利用者に関する市町村への通知 第２４条（準用する場合を含む。） 

� 緊急時等の対応 第２５条、第５６条（準用する場合を含

む。） 

� 管理者等の責務 第２６条（準用する場合を含む。） 

� 運営規程 第２７条、第５７条、第７９条 

� 勤務体制の確保等 第２８条（準用する場合を含む。）、第８０

条 

 

� 衛生管理等 

 

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共同生

活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

 � 利用者が使用する施設、食器その他の設備や飲用水の衛生

的な管理又は衛生上必要な措置 

 � 感染症の発生及びまん延防止のため必要な措置。  

第３１条（準用する場合を含む。） 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模

多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型通所介護 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

� 掲示 第３２条（準用する場合を含む。） 

� 広告 第３４条（準用する場合を含む。） 

� 介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止 第３５条（準用する場合を含む。）、第８３

条 

� 苦情処理 第３６条（準用する場合を含む。） 

� 地域との連携等 第３９条、第６１条（準用する場合を含

む。） 

� 会計の区分 第３８条（準用する場合を含む。） 

� 記録の整備 

 

� 次の記録を整備し、２年間保存。 

・ サービス提供プラン 

・ サービス提供記録 

・ 利用者に関する市町村への通知に関する記録 

・ 苦情内容等に関する記録 

・ 事故状況、事故処理等に関する記録 

※各サービスに特有の記録については省略。 

第４０条、第６３条、第８４条 

� 入退居 第７４条 

� 介護サービスの提供等 第６７条（第２項を除く。）、第８８条（第２

項を除く。） 

� 社会生活上の便宜の提供等 第６８条、第８９条 

� 定員の遵守 第２９条、第５８条、第８１条 

� 非常災害対策 第３０条、第５８条の２（準用する場合を

含む。） 

� 協力医療機関等 第５９条、第８２条 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 調査への協力等 第６０条（準用する場合を含む。） 

介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防小

規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防小

規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防小

規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防小

規模多機能型居宅介護 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 

すべての地域密着型介護予防サービス 
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省 令 が 定 め る 基 準 の 内 容 省 令 の 条 項 

� 管理者による管理 第７８条 

� 法定代理受領サービスに係る報告 第５４条 

� 利用者に対する介護予防サービス等の利用に係る計

画等の書類の交付 

第５５条 

参 

酌 

す 

べ 

き 

基 

準 

� 居住機能を担う併設施設等への入居 第６２条 

 

 

 

 

 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 


